
 
公益財団法人大阪府漁業振興基金定款 

 

 

 

第 1章   総     則 

 

（名 称） 

第１条  この法人は、公益財団法人大阪府漁業振興基金と称する｡ 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。 

 

 

 

第２章  目的及び事業 

 

（目 的） 

第３条 この法人は､環境との調和に配慮した水産動植物の増殖を図るため、自然環境

の保全や栽培漁業などを実施し、もって大阪湾の水産資源を長期的に確保し､府民へ

の安定的な食糧供給と大阪府漁業の振興を図り、地域社会の健全な発展に寄与するこ

とを目的とする｡ 

 

（事 業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 水産種苗の生産・放流に関する事業 

(2) 海域環境の保全に関する事業 

(3) 水産資源の確保に関する事業 

(4) 府民の健康の維持向上を図るための食育の推進活動に関する事業 

 (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

２ この法人は、前項の事業の推進に資するため、次の収益事業等を行う。 

(1) 漁業施設の整備に関する事業 

(2) 漁業者の育成に関する事業 

(3) その他前各号に掲げる事業に関連する事業 

３ 第１項及び第２項の事業は、大阪府において行うものとする。 

 

 

 

第３章   資産及び会計 

 

（基本財産） 

第５条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第１の財産は、この法人

の基本財産とする｡ 

２ 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成す

るために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分

しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び

評議員会の承認を要する。 



 

 

（事業年度） 

第６条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第７条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し

た書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の

承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、

一般の閲覧に供するものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第８条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の

書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

 (1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

 (3) 貸借対照表 

 (4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

(6) 財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類につい

ては、定時評議員会に提出し、第 1号の書類についてはその内容を報告し、その他の

書類については承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供

するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

(1) 監査報告 

 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 

  (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なも

のを記載した書類 

 

（公益目的取得財産残額の算定） 

第９条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第

４８条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産

残額を算定し、前条第３項第４号の書類に記載するものとする。 

 

（漁業経営安定推進基金） 

第 10 条 関西国際空港２期事業など、新たな漁業環境の変化に対応するために、運用

財産とすることを指定して寄附された財産にあっては、漁業経営安定推進基金として

管理し、第４条第１項第２号、第３号、第４号、第５号及び第２項に掲げる事業を行

う。 

 

 

 

 

 



 

 

第４章  評議員 

 

（評議員） 

第 11条 この法人に、評議員３名以上７名以内を置く。 

２ 評議員のうち１名を評議員会長とする。 

３ 評議員会長は、評議員会の決議によって評議員の中から選定する。 

 

（評議員の選任及び解任） 

第 12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 179

条から第 195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。 

２ 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 

(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３

分の 1を超えないものであること。 

イ 当該評議員及びその配偶者又は３親等内の親族 

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者 

ハ 当該評議員の使用人 

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財

産によって生計を維持しているもの 

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 

ヘ ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と生計を一に

するもの 

(2) 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数

が評議員の総数の３分の１を超えないものであること。 

イ 理事 

ロ 使用人 

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の

定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員で

ある者 

ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員

を除く。）である者 

①国の機関 

   ②地方公共団体 

   ③独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人 

   ④国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条第３項に規定

する大学共同利用機関法人 

⑤地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人 

  ⑥特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、

総務省設置法第４条第１５号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法

人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要す

る法人をいう。） 

３ 評議員はこの法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 

 

 

 



 

（任 期） 

第 13 条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した

評議員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第１１条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ

り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務

を有する。 

 

（評議員に対する報酬等） 

第 14条 評議員に対して、各年度の総額が５００,０００円を超えない範囲で、評議員

会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。 

 

 

 

第５章 評議員会 

 

（構 成） 

第 15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

 

（権 限） 

第 16条 評議員会は、次の事項について決議する。 

 (1) 評議員、並びに理事及び監事の選任又は解任 

 (2) 理事及び監事の報酬等の額 

 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準 

 (4) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

 (5) 定款の変更 

 (6) 残余財産の処分 

 (7) 基本財産の処分又は除外の承認 

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開 催） 

第 17 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３箇月以内に１回開催す

るほか、必要がある場合に開催する。 

 

（招 集） 

第 18 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代

表理事が招集する。 

２ 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、

評議員会の招集を請求することができる。 

 

（議 長） 

第 19条 評議員会の議長は、評議員会長がこれにあたる。 

２ 評議員会長が欠けたとき又は事故があるときは、出席した評議員の中から互選によ

り選定する。 

 



 

（決 議） 

第 20 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議

員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議

員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

 (1) 監事の解任 

 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準 

 (3) 定款の変更 

 (4) 基本財産の処分又は除外の承認 

(5) その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議

を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２２条に定める定数を

上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達

するまでの者を選任することとする。 

 

（議事録） 

第 21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名は、前項

の議事録に記名押印する。 

 

 

 

第６章 役  員 

 

（役員の設置） 

第 22条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事  １２名以上１５名以内 

(2) 監事  ２名以内 

２ 理事のうち１名を代表理事とする。 

３ 代表理事以外の理事のうち、１名を業務執行理事とすることができる。 

 

（役員の選任） 

第 23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

（理事の職務及び権限） 

第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執

行する。 

２ 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業

務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の

業務を分担執行する。 

３ 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己

の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

 

 



 

（監事の職務及び権限） 

第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告

を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及

び財産の状況の調査をすることができる。 

 

（役員の任期） 

第 26 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす

る。 

４ 理事又は監事は、第２２条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事とし

ての権利義務を有する。 

 

（役員の解任） 

第 27 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって

解任することができる。 

 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 

（報酬等） 

第 28 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議

員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支

給することができる。 

 

 

 

第７章 理 事 会 

 

（構 成） 

第 29条 理事会は､すべての理事をもって構成する｡ 

 

（権 限） 

第 30条 理事会は､次の職務を行う。 

 (1) この法人の業務執行の決定 

 (2) 理事の職務の執行の監督 

 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 

 

（招 集） 

第 31条 理事会は、代表理事が招集する。 

２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集す

る。 

 



 

（議 長） 

第 32条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。 

２ 代表理事が欠けたとき又は事故があるときは、出席した理事の中から、互選により

選定する。 

 

（決 議） 

第 33 条 理事会の決議は､決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過

半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９７条

において準用する同法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったもの

とみなす。 

 

 

（議事録） 

第 34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

３ 代表理事が欠けたとき又は事故があるときは、出席した理事及び監事が第１項の議

事録に記名押印する。 

 

 

 

第８章  定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第 35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 

２ 前項の規定は、この定款の第３条及び第４条及び第１１条についても適用する。 

 

（解 散） 

第 36 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能

その他法令で定められた事由によって解散する。 

 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第 37 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅

する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議

員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取

消しの日又は当該合併の日から 1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律第５条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する

ものとする。 

 

（残余財産の帰属） 

第 38 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経

て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 17 号に掲げる法

人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

 

 



 

 

第９章  公告の方法 

 

（公告の方法） 

第 39 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によ

り行う。 

 

 

 

 

   附 則 

 

 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１

０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

 

 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１

項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第

６条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記

の日を事業年度の開始日とする。 

 

 

３ この法人の最初の代表理事は、白井孝尚とする。 

 

 

４ この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 

   小菅 弘夫  阪口 伸六  杉本 信夫  中原 紘之 

新田谷修司  野口  聖  藤田 泰寛  札野 政雄 

松林  昇  柳楽  久 

 

 

 

 

別表第１  

基本財産（公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの）（第５条関係） 

 

財 産 種 別 場 所・物 量 等 

有価証券  有価証券等 別紙のとおり 

 

 

 

 



 

別 紙（第５条関係） 

 

 

有価証券、普通預金 

 

 ５,５２８,８７５,１５９円 

（移行登記前日の財産目録において 

基本財産とされているもの） 

 

 

 

 

 

 

最終改正 令和 5年 6月 22日 



１．役員報酬額

役　　職 常勤・非常勤の別 報　酬　額 備　　考

理　　事 非　 常　 勤 １２，０００円 

〃 〃 ３６，０００円 

〃 〃 ２４，０００円 

〃 〃 １２，０００円 

〃 〃 ２４，０００円 

〃 〃 ２４，０００円 

監　　事 〃 ２００，０００円 

〃 〃 ２００，０００円 

評 議 員 〃 １２，０００円 

〃 〃 １２，０００円 

〃 〃 １２，０００円 

〃 〃 １２，０００円 

〃 〃 １２，０００円 

２．退職金額
支給していない。

役員報酬等の支給額について

公益財団法人　大阪府漁業振興基金

　大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例第７条第１項の規定により、
令和４年度の役員報酬額及び退職金額を公表します。



 

令和４年度 

 

 

事 業 報 告 

貸 借 対 照 表 

正味財産増減計算書 

 

 

令和 ４年 ４月 １日から 

令和 ５年 ３月３１日まで 

 

 

 

 

 

公益財団法人 大阪府漁業振興基金 

 



○ 公益財団法人大阪府漁業振興基金の事業報告 

 

１ 事業運営の概要 

 

  令和４年度は、大阪府漁業の振興を図るため、大阪府漁業協同組合連合会をはじ

め、漁業団体等への各種助成事業を実施した。 

  また、栽培事業場においては、大阪湾の水産資源の維持・増大を図るため、種苗

生産・放流を実施した。 

  事業運営においては、継続的な低金利のもと経費の節減や事務事業の効果的、効

率的な執行に努めた。 

 

 

２ 理事会に関する事項 

 

 年  月  日 内              容 

令和４年４月 22 日 

第１回理事会 

 

第１号議案 理事の推薦について 

第２号議案 評議員の推薦について 

第３号議案 評議員会の招集について 

 

令和４年６月８日 

第２回理事会 

 

第１号議案 令和３年度公益目的事業会計・収益事業等会

計・法人会計事業報告について 

第２号議案 令和３年度公益目的事業会計･収益事業等会

計・法人会計決算報告について 

第３号議案 理事の推薦について 

第４号議案 特定資産取扱規程の改正について 

第５号議案 評議員会の招集について 

報 告 事 項 業務執行状況等について 

 

令和４年７月 29 日 

第３回理事会 

 

第１号議案 理事の推薦について 

第２号議案 評議員の推薦について 

第３号議案 評議員会の招集について 

 



令和５年３月 14 日 

 

第４回理事会 

 

第１号議案 令和４年度公益目的事業会計・収益事業等会

計・法人会計補正予算について 

第２号議案 令和５年度公益目的事業会計・収益事業等       

会計・法人会計事業計画について 

第３号議案 令和５年度公益目的事業会計・収益事業等会

計・法人会計予算について 

報告事項  基本財産の運用のための債券買替について 

 

 

３ 評議員会に関する事項 

 

年  月  日 内              容 

令和４年５月 13 日 

第１回評議員会 

 

第１号議案 理事の選任について 

第２号議案 評議員の選任について 

 

令和４年６月 27 日 

第２回評議員会 

 

  第１号議案 評議員会会長の選任について 

  第２号議案 理事の補欠選任について 

  第３号議案 令和３年度公益目的事業会計・収益事業等会

計・法人会計事業報告について 

第４号議案 令和３年度公益目的事業会計・収益事業等会

計・法人会計決算報告について 

報告事項  業務執行状況等について 

 

令和４年８月 17 日 

第３回評議員会 

 

 第１号議案 理事の選任について 

 第２号議案 評議員の選任について 

 

４ 基本財産に関する事項 

  令和５年３月３１日現在の基本財産は、財産目録に記載のとおりであり、その年

次造成実績は次表のとおりです。



基 本 財 産 造 成 実 績             （単位：百万円） 

出捐団体 
昭和 

６１年度 

昭和 

６２年度 

昭和 

６３年度 

平成 

 元年度 

平成 

１１年度 
計 

大阪府 

(一般会計) 
50 200 250  500 1,000 

大阪府 

企業局 
 1,000 1,000   2,000 

大阪府漁業協

同組合連合会  
50     50 

関西国際空

港株式会社  
 1,000 1,000   2,000 

大阪府広域臨海

環境整備ｾﾝﾀｰ 
   450  450 

計 100 2,200 2,250 450 500 5,500 

 

５ 登記に関する事項 

 

登 記 年 月 日 事     項 内    容 登  記  先 

令和４年６月 20 日 役員に関する事項  評議員及び理事の変更 大阪法務局 

令和４年７月７日 役員に関する事項 理事の変更 大阪法務局 

令和４年９月 13 日 役員に関する事項 評議員及び理事の変更 大阪法務局 

 

６ 評議員に関する事項 

 令和５年３月 31 日現在 

役職名 氏  名 現  職  名 

評議員 今井 一郎 大阪海区漁業調整委員会会長 

同 阪口 伸六 高石市長 

同 永野 耕平 岸和田市長 

同 千代松大耕 泉佐野市長 

同 矢持  進 大阪市立大学名誉教授  

同 原田 行司 大阪府環境農林水産部長  

同 鎌田  彰 日本政策金融公庫大阪支店農林水産事業統轄 

  同 角野 隆夫 大阪府漁業協同組合連合会副会長  

同 南  佳典 大阪府漁業協同組合連合会副会長 

同 兒玉 光剛 大阪府漁業協同組合連合会専務理事 

 

 



７ 役員に関する事項 

令和５年３月 31 日現在 

役職名 氏  名 現  職  名 

理 事 多田  稔 大阪海区漁業調整委員会委員・近畿大学教授 

同 大塚 耕司 大阪公立大学副学長 

同 安藤 真美 摂南大学農学部食品栄養学科教授 

同 山本 優真 泉南市長 

同 水野 謙二 阪南市長 

同 田代  堯 岬町長 

同 栗山 美政 田尻町長 

同 池田 孝雄 大阪府環境農林水産部水産課長  

同 佐野 雅基 大阪府立環境農林水産総合研究所水産研究部長  

同 津本  敬 大阪府漁業協同組合連合会理事  

同 三好 正広 大阪府漁業協同組合連合会理事 

同 福本 勝也 大阪府漁業協同組合連合会理事  

代表理事 岡   修 大阪府漁業協同組合連合会代表理事会長  

監 事 市口 恭司 公認会計士  

同 中川 尚子 弁護士 

 

 

 



 

８ 事業の概要 

   水産資源の確保、自然環境の保全並びに大阪府漁業の振興、漁業経営の安定を図るた

め、公益目的事業及び収益事業等会計における各種助成事業の推進に努めるとともに、

水産資源の維持増大を図るため、種苗生産・放流事業を実施した。 

 

 

９ 事業の内容 

 

ア 種苗生産及び放流事業 

 

令和４年度種苗生産及び放流実績 

 

対 象 種 

 
種 苗 生 産 

 
放       流 

尾 数 

(万尾) 

サイズ 

(ｍｍ) 

達成率 

(％) 

尾 数 

(万尾) 

サイズ 

(ｍｍ) 

達成率 

(％) 
放 流 場 所 放 流 時 期 

 

ヒ ラ メ 
 

計画 － －  10 80 
 
 府内地先 令和４年6月中旬 

実績 － －  11.3 85 113 府内地先11ヶ所 5月31日～6月3日 

 
キジハタ 
   

計画 15 40  10 80-100 
 
 

府内地先 令和４年10月中旬 

実績 35.3 40 235 10 80-100 100 府内地先20ヶ所 9月27日～10月12日 

 

アカガイ 

計画 － － 
 
 

  ５  30 
 
 

府内地先 令和４年7月中旬 

実績 － －   6.5 31 130 府内地先２ヶ所 7月28日 

 

トラフグ 
計画 － － － １ 70  府内地先 令和４年７月中旬 

実績 － － － 1.6 76-78 160 府内地先２か所 7月6、7日 

 
ヒラメ：50 ㎜サイズを購入し、中間育成後放流 
アカガイ：稚貝を購入し直接放流 
トラフグ：30mm サイズを購入し、中間育成後放流 
 
 
 
 



 

イ 公益目的事業会計（助成事業） 

事 業 名 事   業   説   明 実 施 内 容 

公

２ 
海域環境保全事業 

・自然環境の保全に資するとともに、水産資源の確

保に向けて漁場環境の保全・回復を図るため、障

害物の除去、海底耕耘、森の植樹、育林活動等に

要した経費に対して助成を行った。 

・助成率  9／10以内 

7件 

・助成金  11,595,000円 

公

３ 

資源管理型漁業 

推進事業 

・漁連が事業主体となって取り組んでいる「資源管

理型漁業推進事業」に要した経費に対して助成を

行った。 

・助成率   9／10以内 

1件 

・助成金    784,000円 

資源増殖推進事業 

・水産資源を確保し、その安定的な供給を図るため、

地先水面における稚魚の放流等に要した経費に

対して助成を行った。 

・助成率   1／2以内 

7件 

・助成金   1,575,130円 

公

４ 
食育推進事業 

・魚の効用、魚食の大切さなどを普及啓発し、健康

維持の向上など消費者の利益の保護・増進を図る

ことを目的に実施する各種食育推進活動の経費

に対して助成を行った。 

・助成率   9／10以内 

 10件 

助成金  8,726,180円 

 

 

 ウ 収益事業等会計（助成事業） 

事 業 名 事   業   説   明 実 施 内 容 

他

１ 

業態拡大関連施設

総合整備事業 
・令和４年度は申請なし。 ○貸付事業  10/10内 

小規模漁業 

施設補修事業 

・漁業施設の安全性を維持するため、既存の共同

利用施設（漁船上架施設等）の補修に要する経

費に対して助成等を行った。 

○助成事業 2件 10/10内 

助成金  3,784,000円 

○貸付事業 1件 10/10内 

貸付金   6,000,000円 

農林水産業災害復

旧事業 
・令和４年度は申請なし。 ・助成率   1／2以内 

他

２ 
漁業者研修事業 

・漁業者の意識改革と漁業経営の向上を図るため、

各種の漁業者研修に要した経費に対して助成を

行った。２件 

・第４１回「全国豊かな海づくり大会」は兵庫県

明石市で開催。理事１名、漁連職員 1名が参加 

○助成事業 

・助成率    9/10以内 

2件 

・助成金     93,000円 

 

他

３ 

 

 

漁協共済等加入促

進事業 

・令和４年度は申請なし。 ・助成率   1／2以内 

（４年度） 

営漁指導事業 ・漁連に設置した各種委員会（水産総合マーケテ

ィング本部の運営委員会、大阪府漁協合併協議

会等）の開催経費に対して助成を行った。 

・助成率   3／4以内 

1件 

・助成金   5,197,000円 

 

漁船遭難救助費助

成事業 

・漁業協同組合等が負担する漁業操業中の遭難事

故に係る救助費等の助成を行うもの｡ 

・令和４年度は事故発生なし。 

・助成率 10/10 

  

 



事 業 名 事   業   説   明 実 施 内 容 

漁協運営近代化事

業 

・漁協等の事務の合理化・近代化を図るため、  

ＯＡ機器等の整備に要した経費に対して助成を

行った。 

・助成率   3／4以内 

3件 

・助成金    750,000円 

運営費 
・漁業協同組合の円滑な運営を図るための経費に

対して助成・貸付を行った。 

○助成事業 

1件 

・助成金   1,700,000円 

 

 

 

附属明細書について 

 

令和４年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34

条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので、

作成しない。 



（単位：円）

当年度 前年度 増減

Ⅰ一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益

 基本財産運用益 92,370,758 59,485,341 32,885,417

  基本財産受取利息基本財産受取利息 92,370,758 59,485,341 32,885,417

 特定資産運用益 2,553,019 2,014,780 538,239

特定資産受取利息 2,553,019 2,014,780 538,239

 受取寄付金 2,596,000 34,895,000 △ 32,299,000

受取寄付金 2,596,000 34,895,000 △ 32,299,000

 雑収益 24,465,000 24,767,900 △ 302,900

雑収入 24,465,000 24,767,900 △ 302,900

経常収益計 121,984,777 121,163,021 821,756

(2)経常費用

 事業費 114,073,423 126,013,611 △ 11,940,188

給料手当 22,232,060 21,769,951 462,109

賞与引当金繰入 745,246 702,832 42,414

福利厚生費 3,704,952 3,241,151 463,801

旅費交通費 280,516 252,900 27,616

通信運搬費 251,451 270,547 △ 19,096

消耗品費 13,591,455 14,818,657 △ 1,227,202

燃料費 1,487,521 1,305,625 181,896

光熱水料費 13,709,784 10,479,756 3,230,028

賃借料 2,235,166 2,028,485 206,681

保険料 107,980 106,570 1,410

租税公課 669,100 678,500 △ 9,400

支払報酬 784,800 906,400 △ 121,600

支払負担金 7,595,640 1,684,720 5,910,920

支払助成金 34,204,310 53,989,041 △ 19,784,731

委託費 12,252,410 13,597,169 △ 1,344,759

雑費 221,032 181,307 39,725

 管理費 5,954,410 6,391,093 △ 436,683

  役員報酬役員報酬 592,000 836,000 △ 244,000

給料手当 2,828,859 2,802,555 26,304

賞与引当金繰入 186,312 175,708 10,604

福利厚生費 493,104 602,071 △ 108,967

会議費 15,852 39,860 △ 24,008

旅費交通費 53,834 70,450 △ 16,616

通信運搬費 37,198 40,905 △ 3,707

消耗品費 25,448 43,961 △ 18,513

光熱水料費 117,480 116,991 489

賃借料 70,927 73,109 △ 2,182

支払報酬 196,200 226,600 △ 30,400

支払負担金 450,160 421,180 28,980

委託費 849,183 911,420 △ 62,237

雑費 37,853 30,283 7,570

令和４年度　正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

科目



経常費用計 120,027,833 132,404,704 △ 12,376,871

評価損益等調整前当期経常増減額 1,956,944 △ 11,241,683 13,198,627

特定資産評価益等 0 0 0

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 1,956,944 △ 11,241,683 13,198,627

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用

過年度損益修正 0 △ 996,147 996,147

経常外費用計 0 △ 996,147 996,147

当期経常外増減額 0 996,147 △ 996,147

当期一般正味財産増減額 1,956,944 △ 10,245,536 12,202,480

一般正味財産期首残高 13,357,823 23,603,359 △ 10,245,536

一般正味財産期末残高 15,314,767 13,357,823 1,956,944

Ⅱ指定正味財産増減の部

基本財産運用益 99,011,871 59,485,341 39,526,530

　基本財産受取利息 99,011,871 59,485,341 39,526,530

特定資産運用益 2,553,019 2,014,780 538,239

 特定資産受取利息 2,553,019 2,014,780 538,239

△ 194,587,919 △ 76,170,102 △ 118,417,817

△ 194,587,919 △ 76,170,102 △ 118,417,817

特定資産評価益 △ 630,000 70,000 △ 700,000

 特定資産評価益 △ 630,000 70,000 △ 700,000

277,488,232 109,374,104 168,114,128

277,488,232 109,374,104 168,114,128

14,810,000 4,079,000 10,731,000

　 14,810,000 4,079,000 10,731,000

一般正味財産への振替額 △ 97,519,777 △ 96,395,121 △ 1,124,656

一般正味財産への振替額 △ 97,519,777 △ 96,395,121 △ 1,124,656

当期指定正味財産増減額 △ 483,471,038 △ 224,448,206 △ 259,022,832

指定正味財産期首残高 6,623,905,740 6,848,353,946 △ 224,448,206

指定正味財産期末残高 6,140,434,702 6,623,905,740 △ 483,471,038

Ⅲ正味財産期末残高 6,155,749,469 6,637,263,563 △ 481,514,094

特定資産評価損

基本財産評価益

基本財産評価益

基本財産評価損

基本財産評価損

特定資産評価損



(単位：円）

公1 公2 公3 公4 共通 小計 他1 他2 他3 共通 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益 0 0 0 0 70,488,834 70,488,834 0 0 0 13,783,059 13,783,059 8,098,865 92,370,758

　基本財産受取利息 0 0 0 0 70,488,834 70,488,834 0 0 0 13,783,059 13,783,059 8,098,865 92,370,758

特定資産運用益 0 0 0 0 1,561,140 1,561,140 0 0 0 491,499 491,499 500,380 2,553,019

特定資産受取利息 0 0 0 0 1,561,140 1,561,140 0 0 0 491,499 491,499 500,380 2,553,019

受取寄付金 0 0 0 0 0 0 2,596,000 0 0 0 2,596,000 0 2,596,000

受取寄付金振替額 0 0 0 0 0 2,596,000 0 0 0 2,596,000 2,596,000

雑収益 24,465,000 0 0 0 0 24,465,000 0 0 0 0 0 0 0 24,465,000

雑収入 24,465,000 0 0 0 0 24,465,000 0 0 0 0 0 0 24,465,000

経常収益計 24,465,000 0 0 0 72,049,974 96,514,974 2,596,000 0 0 14,274,558 16,870,558 8,599,245 0 121,984,777

（２）経常費用

事業費 58,482,880 11,595,000 2,359,130 8,726,180 16,039,675 97,202,865 3,784,000 93,000 7,647,000 5,346,558 16,870,558 114,073,423

給料手当 10,916,625 0 0 0 8,486,576 19,403,201 0 0 0 2,828,859 2,828,859 22,232,060

賞与引当金繰入 0 0 0 0 558,934 558,934 0 0 0 186,312 186,312 745,246

福利厚生費 1,732,536 0 0 0 1,479,312 3,211,848 0 0 0 493,104 493,104 3,704,952

旅費交通費 65,180 0 0 0 161,502 226,682 0 0 0 53,834 53,834 280,516

通信運搬費 102,658 0 0 0 111,595 214,253 0 0 0 37,198 37,198 251,451

消耗品費 13,489,663 0 0 0 76,344 13,566,007 0 0 0 25,448 25,448 13,591,455

燃料費 1,487,521 0 0 0 0 1,487,521 0 0 0 0 0 1,487,521

光熱水料費 13,239,862 0 0 0 352,442 13,592,304 0 0 0 117,480 117,480 13,709,784

賃借料 1,951,457 0 0 0 212,782 2,164,239 0 0 0 70,927 70,927 2,235,166

保険料 107,980 0 0 0 0 107,980 0 0 0 0 0 107,980

租税公課 669,100 0 0 0 0 669,100 0 0 0 0 0 669,100

支払報酬 0 0 0 0 588,600 588,600 0 0 0 196,200 196,200 784,800

支払負担金 5,795,000 0 0 0 1,350,480 7,145,480 0 0 0 450,160 450,160 7,595,640

支払助成金 0 11,595,000 2,359,130 8,726,180 0 22,680,310 3,784,000 93,000 7,647,000 0 11,524,000 34,204,310

委託費 8,855,678 0 0 0 2,547,549 11,403,227 0 0 0 849,183 849,183 12,252,410

雑費 69,620 0 0 0 113,559 183,179 0 0 0 37,853 37,853 221,032

管理費 5,954,410 5,954,410

役員報酬 592,000 592,000

給料手当 2,828,859 2,828,859

賞与引当金繰入 186,312 186,312

福利厚生費 493,104 493,104

会議費 15,852 15,852

旅費交通費 53,834 53,834

通信運搬費 37,198 37,198

消耗品費 25,448 25,448

光熱水料費 117,480 117,480

賃借料 70,927 70,927

支払報酬 196,200 196,200

支払負担金 450,160 450,160

委託費 849,183 849,183

雑費 37,853 37,853

経常費用計 58,482,880 11,595,000 2,359,130 8,726,180 16,039,675 97,202,865 3,784,000 93,000 7,647,000 5,346,558 16,870,558 5,954,410 0 120,027,833

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 34,017,880 △ 11,595,000 △ 2,359,130 △ 8,726,180 56,010,299 △ 687,891 △ 1,188,000 △ 93,000 △ 7,647,000 8,928,000 0 2,644,835 0 1,956,944

特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当期経常増減額 △ 34,017,880 △ 11,595,000 △ 2,359,130 △ 8,726,180 56,010,299 △ 687,891 △ 1,188,000 △ 93,000 △ 7,647,000 8,928,000 0 2,644,835 0 1,956,944

２．経常外増減の部

（１）経常外収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

過年度損益修正 0 0 0 0 0 0 0 0

経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 34,017,880 △ 11,595,000 △ 2,359,130 △ 8,726,180 56,010,299 △ 687,891 △ 1,188,000 △ 93,000 △ 7,647,000 8,928,000 0 2,644,835 0 1,956,944

他会計振替額 0 0 0 0 2,159,485 2,159,485 0 0 0 △ 2,159,485 △ 2,159,485 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 34,017,880 △ 11,595,000 △ 2,359,130 △ 8,726,180 58,169,784 1,471,594 △ 1,188,000 △ 93,000 △ 7,647,000 6,768,515 △ 2,159,485 2,644,835 0 1,956,944

一般正味財産期首残高 △ 201,808,520 △ 58,066,730 △ 19,713,772 △ 39,487,006 334,284,933 15,208,905 △ 28,751,809 △ 6,822,601 △ 151,912,194 156,960,249 △ 30,526,355 28,675,273 0 13,357,823

一般正味財産期末残高 △ 235,826,400 △ 69,661,730 △ 22,072,902 △ 48,213,186 392,454,717 16,680,499 △ 29,939,809 △ 6,915,601 △ 159,559,194 163,728,764 △ 32,685,840 31,320,108 0 15,314,767

Ⅱ　指定正味財産増減の部

基本財産運用益 0 0 0 0 70,488,834 70,488,834 0 0 0 20,424,172 20,424,172 8,098,865 99,011,871

基本財産受取利息 0 0 0 0 70,488,834 70,488,834 0 0 0 20,424,172 20,424,172 8,098,865 99,011,871

特定資産運用益 0 0 0 0 1,561,140 1,561,140 0 0 0 491,499 491,499 500,380 2,553,019

特定資産受取利息 0 0 0 0 1,561,140 1,561,140 0 0 0 491,499 491,499 500,380 2,553,019

△ 132,615,130 △ 132,615,130 △ 57,850,339 △ 57,850,339 △ 4,122,450 △ 194,587,919

△ 132,615,130 △ 132,615,130 △ 57,850,339 △ 57,850,339 △ 4,122,450 △ 194,587,919

特定資産評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 630,000 △ 630,000 0 △ 630,000

特定資産評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 630,000 △ 630,000 △ 630,000

210,338,132 210,338,132 11,320,000 11,320,000 55,830,100 277,488,232

　　 210,338,132 210,338,132 11,320,000 11,320,000 55,830,100 277,488,232

14,810,000 14,810,000 0 14,810,000

14,810,000 14,810,000 0 14,810,000

一般正味財産への振替額 0 0 0 0 △ 72,049,974 △ 72,049,974 0 0 0 △ 16,870,558 △ 16,870,558 △ 8,599,245 △ 97,519,777

一般正味財産への振替額 0 0 0 0 △ 72,049,974 △ 72,049,974 0 0 0 △ 16,870,558 △ 16,870,558 △ 8,599,245 △ 97,519,777

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 △ 342,953,262 △ 342,953,262 0 0 0 △ 80,565,226 △ 80,565,226 △ 59,952,550 0 △ 483,471,038

指定正味財産期首残高 0 0 0 0 4,028,569,532 4,028,569,532 0 0 0 1,856,235,360 1,856,235,360 739,100,848 0 6,623,905,740

指定正味財産期末残高 0 0 0 0 3,685,616,270 3,685,616,270 0 0 0 1,775,670,134 1,775,670,134 679,148,298 0 6,140,434,702

Ⅲ　正味財産期末残高 △ 235,826,400 △ 69,661,730 △ 22,072,902 △ 48,213,186 4,078,070,987 3,702,296,769 △ 29,939,809 △ 6,915,601 △ 159,559,194 1,939,398,898 1,742,984,294 710,468,406 0 6,155,749,469

基本財産評価益

基本財産評価益

基本財産評価損

基本財産評価損

特定資産評価損

　特定資産評価損

令和４年度　正味財産増減計算書内訳表

令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

科     目
公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計 内部取引消去 合計



公益財団法人　大阪府漁業振興基金 （単位：円）

科目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ資産の部

　１．流動資産

　　　　現金預金 9,975,925 42,812,785 △ 32,836,860

　　　　前払金 230,136 0 230,136

　　　　立替金 30,000,000 0 30,000,000

　　流動資産合計 40,206,061 42,812,785 △ 2,606,724

２．固定資産

（１）基本財産

　　　普通預金 97,376,979 41,582,967 55,794,012

　　　投資有価証券 5,158,019,045 5,646,411,214 △ 488,392,169

　　基本財産合計 5,255,396,024 5,687,994,181 △ 432,598,157

（２）特定資産

　　栽培漁業推進積立資産 153,411,600 153,411,600 0

　　漁業経営安定推進基金 579,362,678 558,774,559 20,588,119

　　漁業経営安定推進基金貸付金 182,264,400 223,725,400 △ 41,461,000

　特定資産合計 915,038,678 935,911,559 △ 20,872,881

　固定資産合計 6,170,434,702 6,623,905,740 △ 453,471,038

　資産合計 6,210,640,763 6,666,718,525 △ 456,077,762

Ⅱ負債の部

１．流動負債

　　未払金 23,411,040 27,710,651 △ 4,299,611

　　預り金 219,196 190,471 28,725

　　賞与引当金 931,558 878,540 53,018

　　未払消費税等 329,500 675,300 △ 345,800

　流動負債合計 24,891,294 29,454,962 △ 4,563,668

２．固定負債

　　長期借入金 30,000,000 0 30,000,000

　固定負債合計 30,000,000 0 30,000,000

　負債合計 54,891,294 29,454,962 25,436,332

Ⅲ正味財産の部

１．指定正味財産

　　寄附金 6,140,434,702 6,623,905,740 △ 483,471,038

　指定正味財産合計 6,140,434,702 6,623,905,740 △ 483,471,038

　(うち基本財産への充当額） (5,225,396,024) (5,687,994,181)

　(うち特定資産への充当額） (915,038,678) (935,911,559)

２．一般正味財産 15,314,767 13,357,823 1,956,944

　(うち基本財産への充当額） (0) (0)

　(うち特定資産への充当額） (0) (0)

　正味財産合計 6,155,749,469 6,637,263,563 △ 481,514,094

　負債及び正味財産合計 6,210,640,763 6,666,718,525 △ 456,077,762

貸 借 対 照 表
令和５年３月31日現在



公益財団法人　大阪府漁業振興基金 （単位：円）

科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計

Ⅰ資産の部  

　１．流動資産  

　　　　現金預金 30,840 10,280 9,934,805 9,975,925

　　　　前払金 230,136 0 0 230,136

　　　　立替金 0 0 30,000,000 30,000,000

        他会計貸付金 1,481,609,612 501,859,159 1,690,935,560 △ 3,674,404,331 0

　　流動資産合計 1,481,870,588 501,869,439 1,730,870,365 △ 3,674,404,331 40,206,061

２．固定資産

（１）基本財産

　　　普通預金 28,557,080 25,934,301 42,885,598 97,376,979

　　　投資有価証券 3,503,647,590 1,018,108,755 636,262,700 5,158,019,045

　　基本財産合計 3,532,204,670 1,044,043,056 679,148,298 0 5,255,396,024

（２）特定資産

　栽培漁業推進積立資産 153,411,600 0 0 153,411,600

　漁業経営安定推進基金 0 579,362,678 0 579,362,678

　漁業経営安定推進基金貸付金 0 182,264,400 0 182,264,400

　特定資産合計 153,411,600 761,627,078 0 0 915,038,678

　固定資産合計 3,685,616,270 1,805,670,134 679,148,298 6,170,434,702

　資産合計 5,167,486,858 2,307,539,573 2,410,018,663 △ 3,674,404,331 6,210,640,763

Ⅱ負債の部

１．流動負債

　　未払金 17,571,510 5,290,000 549,530 23,411,040

　　預り金 137,451 0 81,745 219,196

　　賞与引当金 0 0 931,558 931,558

　　未払消費税等 329,500 0 0 329,500

    他会計借入金 1,449,311,113 527,105,794 1,697,987,424 △ 3,674,404,331 0

　流動負債合計 1,467,349,574 532,395,794 1,699,550,257 △ 3,674,404,331 24,891,294

２．固定負債

   長期借入金 0 30,000,000 0 30,000,000

　固定負債合計 0 30,000,000 0 30,000,000

　負債合計 1,467,349,574 562,395,794 1,699,550,257 △ 3,674,404,331 54,891,294

Ⅲ正味財産の部

１．指定正味財産

　　寄附金 3,685,616,270 1,775,670,134 679,148,298 6,140,434,702

　指定正味財産合計 3,685,616,270 1,775,670,134 679,148,298 6,140,434,702

　(うち基本財産への充当額） (3,532,204,670) (1,014,043,056) (679,148,298) (5,225,396,024)

　(うち特定資産への充当額） (153,411,600) (761,627,078) (0) (915,038,678)

２．一般正味財産 14,521,014 △ 30,526,355 31,320,108 15,314,767

　(うち基本財産への充当額） (0) (0) (0) 0

　(うち特定資産への充当額） (0) (0) (0) 0

　正味財産合計 3,700,137,284 1,745,143,779 710,468,406 6,155,749,469

　負債及び正味財産合計 5,167,486,858 2,307,539,573 2,410,018,663 △ 3,674,404,331 6,210,640,763

貸借対照表内訳表

令和５年３月31日現在



公益財団法人　大阪府漁業振興基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円）

場所等 使用目的等 残      高
(流動資産）

普通預金 9,975,925

りそな銀行　大手支店－1 運転資金口座 9,924,525
りそな銀行　大手支店－4 公益事業の保有財産である 51,400
りそな銀行　大手支店－8 公益事業の保有財産である 0

前払費用 前払経費 230,136

立替金 収益事業等会計への法人会計の立替 30,000,000

40,206,061
(固定資産）

基　本　財　産 5,255,396,024

普通預金 97,376,979

【公益目的事業会計】 28,557,080
りそな銀行　大手支店－10 12,132,612
りそな銀行　大手支店－1 16,424,468
【収益事業等会計】 25,934,301
りそな銀行　大手支店－10 16,456,307
りそな銀行　大手支店－1 9,477,994
【法人会計】 42,885,598
りそな銀行　大手支店－10 12,994,048
りそな銀行　大手支店－1 29,891,550

投資有価証券 5,158,019,045

【公益目的事業会計】 3,503,647,590
SMBC日興証券 1,161,200,000
　シティグループGMHI固定円建利付債 300,000,000
　第234回　日本高速道路保有・債務返済機構債券 148,080,000
　第256回　日本高速道路保有・債務返済機構債券 162,140,000
　大阪府公募公債　第13回 104,350,000
　第9回　野村不動産ホールディングス社債　 96,290,000
　第50回三井不動産（30年） 261,120,000
　第32回　ANAホールディングス社債 89,220,000
みずほ証券 324,930,000
　平成26年度第1回　堺市公募公債　30年 108,910,000
　6回　群馬県公募公債　20年 105,360,000
　第138回　日本高速道路保有・債務返済機構債券 110,660,000
野村證券 785,564,690
　20年第38回　地方公共団体金融機構債券 107,799,300
　第12回 大阪府公募公債（20年） 225,365,490
　第256回　日本高速道路保有・債務返済機構債 162,022,400
　第14回　新関西空港株式会社　社債 104,318,300
　第9回　野村不動産ホールディングス社債　 96,407,600
　第32回　ANAホールディングス社債 89,651,600
三菱UFJモルガンスタンレー証券 752,921,000
　兵庫県５回30年公募公債 246,330,000
　第71回　東海旅客鉄道　社債　 108,480,000
　一般担保第153回住宅金融支援機構債券　 112,436,000
　第107回　東日本旅客鉄道　社債 99,028,000
　ゴールドマンサックスグループINC固定利付債 90,819,000
　第9回　野村不動産ホールディングス社債　 95,828,000
大和証券 324,120,000
　第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券 162,060,000
　第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券 162,060,000
東海東京証券 65,630,000
　第20回　楽天グループ（株）無担保社債 65,630,000
岡三証券 89,281,900
　シティグループGMHI円建社債 89,281,900

【収益事業等会計】 1,018,108,755
SMBC日興証券 205,845,000
　利付国債（20年）第136回 33,318,000
　政府保証第3回新関西国際空港債券 10,082,000
　第138回　日本高速道路保有・債務返済機構債券 109,670,000
　第149回　日本高速道路保有・債務返済機構債券 52,775,000
みずほ証券 617,630,000
　第25回　国際協力機構債券 108,170,000
　日産自動車（株）クレジットリンク債 100,000,000
　第22回　東京都住宅供給公社債券 112,980,000
　第71回　東海旅客鉄道社債　 107,800,000
　第23回三菱ケミカルホールディングス社債 188,680,000
野村證券 194,633,755
　20年第37回　地方公共団体金融機構債券 108,357,100
　第128回利付国債（20年） 33,834,180
　第132回利付国債（20年） 33,538,560
　第136回利付国債（20年） 18,903,915

公益目的保有財産であり、基本財産の管理資金である

財　産　目　録
令和5年3月31日現在

貸借対照表科目

流動資産合計

収益事業の保有財産であり、基本財産の管理資金で
ある

法人管理部門の保有財産であり、基本財産の管理資
金である

収益事業の保有財産であり、その他債券で保有し、運
用益を収益事業等会計の財源として使用

公益目的保有財産であり、その他債券で保有し、運用
益を公益目的事業会計の財源として使用



場所等 使用目的等 残      高貸借対照表科目

【法人会計】 636,262,700
SMBC日興証券 84,530,000
　静岡県第14回３０年公募公債 84,530,000
みずほ証券 380,060,300
　2019年度５回福岡市債 167,555,300
　第58回国際協力機構債 89,770,000
　167回都市再生機構 89,930,000
　9回利付国庫債券　30年 32,805,000
野村證券 89,522,400
　第20回　大阪府公募公債（20年） 89,522,400
大和証券 82,150,000
　日本ﾋﾞﾙファンド投資法人債第14回無担保投資法人債 82,150,000

特　定　資　産 915,038,678

栽培漁業推進積立資産 153,411,600

りそな銀行　大手支店－8 公益目的保有財産である 123,411,600

りそな銀行　大手支店－1 公益目的保有財産である 30,000,000

漁業経営安定推進基金 579,362,678

りそな銀行　大手支店－4 収益事業の保有財産である 386,022,678
みずほ証券 100,000,000

  16回Zホールディングス社債 100,000,000

大和証券 83,340,000

　第34回光通信無担保社債 83,340,000

大和ネクスト銀行 10,000,000

　定期預金 10,000,000

漁業経営安定推進基金貸付金 漁協に対する貸付金 182,264,400

6,170,434,702

6,210,640,763

（流動負債）

未払金 23,411,040

23,411,040

預 り金 219,196

219,196

賞与引当金 931,558

931,558

未払消費税等 329,500

329,500

24,891,294

長期借入金 30,000,000

30,000,000

30,000,000

54,891,294

6,155,749,469

令和3年度確定消費税額

収益事業の保有財産であり、運用益を収益事業等
（20％）・公益目的事業（60％）・法人会計（20％）の財
源として使用

法人管理部門の保有財産であり、その他債券で保有
し、運用益を法人会計の財源として使用

固定資産合計

資産合計

事業運営に係る経費、 助成金における未払金分

保険料等預かり分

職員に対する賞与の支給に備えたもの

収益事業等会計の法人会計からの立替分

 流動負債合計

 固定負債合計

負債合計

正味財産合計



財務諸表に対する注記 

 

１．重要な会計方針 

 （１）採用している会計基準 

    「公益法人会計基準」（平成 20年 4月 11日 平成 21年 10月 16日改正 内閣府公益認

定等委員会）を採用しています。 

 

 （２）有価証券の評価基準及び評価方法 

    投資有価証券 

     決算日の市場価格等に基づく時価法を適用しています。 

 

（３）引当金の計上基準 

    賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属   

する額を計上しています。 

 

（４）消費税の会計処理 

    消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。 

 

 

 

 



 

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りです。 

        （単位：円） 

科   目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

基本財産 

  普通預金 

  投資有価証券 

 

 41,582,967 

5,646,411,214 

 

91,000,662 

1,019,782,142 

 

35,206,650 

1,508,174,311 

 

 97,376,979 

5,158,019,045 

   小計 5,687,994,181 1,110,782,804 1,543,380,961 5,255,396,024 

 

特定資産 

栽培漁業推進積立資産 

普通預金 

 

 漁業経営安定推進基金 

  普通預金 

  定期預金 

投資有価証券 

信託受益権 

 

漁業経営安定推進基金貸付金 

 

 

 

153,411,600 

153,411,600 

 

558,774,559 

116,994,559 

10,000,000 

198,780,000 

233,000,000 

 

223,725,400 

 

 

 30,000,000 

30,000,000 

 

284,591,119 

280,512,119 

0 

4,079,000 

0 

 

6,000,000 

 

 

 

30,000,000 

30,000,000 

 

264,003,000 

11,484,000 

0 

18,889,000 

233,000,000 

 

47,461,000 

 

 

153,411,600 

153,411,600 

 

579,362,678 

386,022,678 

10,000,000 

183,340,000 

0 

 

182,264,400 

小計 935,911,559 320,591,119 341,464,000 915,038,678 

合計 6,623,905,740 1,431,373,923 1,884,844,961 6,170,434,702 

 

 



 

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳   

    基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りです。 

                                           （単位：円） 

科   目 当期末残高 

(内指定正味財産か

らの充当額) 

(内一般正

味財産か

らの充当

額) 

(内負債に対応す

る額) 

基本財産 

 普通預金 

 投資有価証券 

 

小 計 

特定資産 

栽培漁業推進積立資産 

普通預金 

 

 漁業経営安定推進基金 

    普通預金 

  定期預金 

  投資有価証券 

   

 

漁業経営安定推進基金貸付金 

 

小 計 

    合 計 

 

97,376,979 

5,158,019,045 

 

 (97,376,979) 

(5,128,019,045) 

 

(0) 

(0) 

 

(0) 

(30,000,000) 

5,255,396,024 （5,225,396,024） (0)         (30,000,000) 

 

153,411,600 

153,411,600 

 

579,362,678 

386,022,678 

10,000,000 

183,340,000 

 

 

182,264,400 

 

  

(153,411,600) 

(153,411,600) 

 

（579,362,678） 

(386,022,678) 

(10,000,000) 

(183,340,000) 

 

 

(182,264,400) 

 

(0) 

(0) 

    

 (0) 

(0) 

(0) 

(0) 

 

 

(0) 

 

   

(0) 

(0) 

   

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

 

 

(0) 

 

915,038,678 (915,038,678) (0) (0) 

6,170,434,702 (6,140,434,702) (0) (30,000,000) 

 

 

 

４．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 

  指定正味財産から一般正味財産への振替額は、次のとおりです。  

（単位：円） 

内容 金額 

経常収益への振替額  

 目的達成による指定解除 97,519,777 

合計 97,519,777 

 

 

 

 



 

附 属 明 細 書 

 

 

（１）基本財産及び特定資産の明細 

 

  財務諸表に対する注記に記載済みにつき省略 

 

（２）引当金の明細   

                       （単位：円） 

科目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

賞与引当金 878,540 931,558 878,540  0 931,558 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

令和５年度 

 

 

事 業 計 画 

収 支 予 算 書 

 

 

 

令和 ５年 ４月 １日から 

令和 ６年 ３月３１日まで 

 

 

 

 

 

公益財団法人 大阪府漁業振興基金 

 



令和５度事業計画 
 

公益目的事業１ 
 

水産資源の維持増大を図るためヒラメ、キジハタ等の生産・放流事業を行う。 

事  業  名 事  業  説   明 実 施 内 容 

 
 

種苗生産放流事業 

水産資源の維持増大を
図るため、キジハタの種苗
生産、アカガイ・ヒラメ等
の放流を行うとともに、ト
ラフグ及びメバルの量産
放流技術開発を実施する。 

 
 

下記計画参照 

 
【種苗生産及び放流計画】             

 種苗生産・放流事業 

 

 

対 象 種 

種 苗 生 産 放       流 

尾 数 

(万尾) 

サイズ 

(ｍｍ) 

尾 数 

(万尾) 

サイズ 

(ｍｍ) 放 流 場 所 放 流 時 期 

ヒ ラ メ      － － １０ ８０ 府内地先 令和５年６月中旬 

キジハタ １５ ４０ １１ 80～100 府内地先 令和５年10月中旬 

アカガイ － － ５ ３０ 府内地先 令和５年７月中旬 

トラフグ － － １ ７０ 府内地先 令和５年７月中旬 

       ※ ヒ ラ メ：50㎜サイズの種苗を入手し、中間育成後、80㎜サイズ・10万尾を放流 

※ アカガイ：稚貝を購入し直接放流 

※ トラフグ：20mmサイズの種苗を購入し、中間育成後、70mmサイズ・１万尾を放流 

        

 

 種苗量産技術開発・放流技術開発試験 

 

対 象 種 

種 苗 生 産 放       流 

尾 数 

(万尾) 

サイズ 

(ｍｍ) 

尾 数 

(万尾) 

サイズ 

(ｍｍ) 

放 流 場 所 放 流 時 期 

メバル －  － １ １００ 府内地先 令和６年１～３月 

※ トラフグは上記参照 

※ 80mm サイズの種苗を購入し、中間育成後、100mm サイズ・１万尾を放流（標識放流を実

施） 

 



 

公益目的事業２ 

 

水産資源の安定的な供給の確保を目指して海域環境の実態調査、保全回復、清掃及び障害物

除去等自然環境及び海域環境の保護・回復を図るための取り組みに対して助成を行う。 

事  業  名 事  業  説   明 実 施 内 容 

 

海域環境保全事業 

自然環境の保全、水産資

源の確保に向けて、海域環

境の保全と回復を図るた

めに実施する事業に要す

る経費に対して助成する。 

助成対象 

 府漁業協同組合連合会、海

域環境の保全に取組む団体 

助成率  ９/10以内 

 

 

公益目的事業３ 

 

水産資源の安定的な供給を図るため、体長制限等の資源管理方策の検討や生態系回復のため

の藻場造成等の取り組みに対して助成を行う。 

事  業  名 事  業  説  明 実 施 内 容 

 

 

資源管理型 

漁業推進事業 

資源管理型漁業を推進

することにより、水産資源

を維持し、安定的な供給を

図るため、府漁連が事業主

体となって取り組む漁業

者による資源管理型漁業

の推進活動に対して助成

する。 

助成対象 

 府漁業協同組合連合会、資

源管理に係る事業を実施する

団体 

助成率 府補助額を除く経費

の９/10以内 

 

 

資源増殖推進事業 

水産資源を長期的に確

保し、安定的な供給を図る

ために実施する地先水面

における資源の増殖推進

事業に要する経費に対し

て助成する。 

助成対象 

 漁業協同組合、資源増殖に

係る事業を実施する団体 

助成率  １/２以内 

 

 

 

 

 



公益目的事業４ 

 

府民の健康増進を図るため、魚の効用や食文化の継承など食育の推進活動の取り組みに対し

助成を行う。 

事  業  名 事  業  説  明 実 施 内 容 

食育推進助成事業 

大阪湾産の水産資源や魚

の効用、魚食の大切さを普

及啓発し、健康維持の向上

など消費者の利益の保護・

増進を図るため、各種イベ

ントへの参加経費など、食

育推進活動に関する経費に

対して助成する。 

助成対象 

 府漁業協同組合連合会、 

漁業協同組合、 

食育推進にかかる事業を 

実施する団体 

助成率  ９/10以内 

 

 

その他の事業１ 

 

漁業の振興と漁業経営の安定のため漁具倉庫、漁船上架施設等の漁業施設の整備に対し助

成を行う。 

事  業  名 事  業  説  明 実 施 内 容 

 

業態拡大関連施設 

総合整備助成事業 

漁業の効率化や経営の

安定を図るために必要な

施設の整備に要する経費

に対して助成する。 

助成対象 

府漁業協同組合連合会、 

漁業協同組合 

助成率 10/10以内 

 

小規模漁業施設補修 

助成事業 

漁具倉庫、漁船の上架施

設、荷捌き施設等、漁業協

同組合等の共同利用施設

等の補修に要する経費に

対して助成する。 

助成対象 

府漁業協同組合連合会、 

漁業協同組合 

助成率 10/10以内 

 

  



 

その他の事業２ 

 

漁業の振興と漁業経営の安定のため漁業者の意識改革と漁業経営の向上を図るための研修

会や研究会等の漁業者の育成活動に助成を行う。 

事  業  名 事  業  説  明 実 施 内 容 

漁業者研修助成事業 

漁業協同組合等が行う

漁業者の意識改革と漁業

経営の向上を図るための

各種研修について経費の

一部を助成する。 

助成対象 

府漁業協同組合連合会、 

漁業協同組合 

助成率 経費の１／２以内 

限度額 ３０万円 

漁業者研修支援事業 

漁業協同組合連合会が

行う全国豊かな海づくり

大会への参加研修につい

て経費の一部を助成する。 

助成対象 

府漁業協同組合連合会 

助成率 経費の９／10以内 

 

 

その他の事業３ 

 

漁業の振興と漁業経営の安定のため経営改善方策の検討や円滑な事務処理に必要な機器整

備等に助成を行う。 

事  業  名 事  業  説  明 実 施 内 容 

 漁協共済等加入促進

事業 

府漁連、漁協及びその組

合員の施設及び漁具等に

対する自然災害に備える

ため、全国共済水産業協同

組合等の損害保険への加

入経費に対して助成する。 

助成対象 

  府漁業協同組合連合会、 

漁業協同組合及びその組

合員 

助成率 １/２以内(初年度) 

    １/３以内(２年度) 

１/４以内(３年度) 

限度額 ２０万円 

営漁指導助成事業 

府漁連の水産総合マー

ケティング本部の運営や

「魚庭塾」の開催などの指

導事業活動に要する経費

に対して助成する。 

助成対象 

 府漁業協同組合連合会 

助成率 ３／４以内 



漁船安全操業対策助

成事業 

漁船操業の安全を図る

ため海難予防機器の設置

や安全操業の指導等に要

する経費に対して助成す

る。 

助成対象 

  府漁業協同組合連合会、 

漁業協同組合 

助成率  １/２以内 

漁船遭難救助費助成

事業 

漁船操業中に発生した

遭難事故に対して、漁協等

の救助活動に要する経費

を助成するとともに遺族

に対して見舞金を給付す

る。 

助成対象 

  漁業協同組合等 

救助費 

１００万円以内 

遺族見舞金 

１００万円以内 

漁協運営近代化助成

事業 

 漁業協同組合等の業務

の合理化、近代化を図るた

めのＯＡ機器等の整備経

費の一部を助成する。 

助成対象 

府漁業協同組合連合会、 

漁業協同組合 

助成率 経費の３／４以内   

助成頻度 年１回 

限度額 ２５万円 

運営費助成事業 

漁連・漁協経営の安定を

図るため、運営費の不足額

に対して助成する。 

助成対象 

府漁業協同組合連合会、 

漁業協同組合 

助成率 10/10以内 

 



Ⅰ　一般正味財産増減の部

  １．経常増減の部

    (1) 経常収益

        基本財産運用益 61,182,320 60,546,000 41,879,300 14,855,400 4,447,620

          基本財産受取利息 61,182,320 60,546,000 41,879,300 14,855,400 4,447,620

        特定資産運用益 2,553,519 2,015,000 1,532,111 510,704 510,704

          特定資産受取利息 2,553,519 2,015,000 1,532,111 510,704 510,704

受取寄附金 70,000,000 70,000,000 0 70,000,000 0

受取寄附金振替額 70,000,000 70,000,000 0 70,000,000 0

雑収益 21,000,000 21,000,000 21,000,000 0 0

受取利息 0 0 0 0 0

雑収益 21,000,000 21,000,000 21,000,000 0 0

        経常収益 計 154,735,839 153,561,000 64,411,411 85,366,104 4,958,324

    (2) 経常費用 0 0 0

　　　　 事業費 191,400,000 193,255,900 104,530,000 86,870,000

役員報酬 0 0 0 0

　　　　　 給料手当 23,760,000 23,760,000 20,820,000 2,940,000

支払報酬 1,120,000 1,120,000 840,000 280,000

　　　　　 福利厚生費 3,600,000 3,600,000 3,100,000 500,000

　　　　　　　会議費 0 0 0 0

　　　　　 旅費交通費 660,000 660,000 570,000 90,000

　　　　　　　通信運搬費 580,000 580,000 510,000 70,000

　　　　　 消耗什器備品費 180,000 180,000 160,000 20,000

　　　　　　　消耗品費 12,820,000 13,820,000 12,740,000 80,000

　　　　　　　修繕費 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

　　　　　　　印刷製本費 0 0 0 0

　　　　　　　燃料費 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0

　　　　　 光熱水料費 14,980,000 10,980,000 14,860,000 120,000

　　　　　　　賃借料 2,860,000 2,860,000 2,770,000 90,000

　　　　　 保険料 120,000 120,000 120,000 0

租税公課 0 0 0 0

　　　　　　　支払負担金 1,760,000 7,615,900 1,320,000 440,000

　　　　　 支払助成金 106,700,000 106,700,000 25,500,000 81,200,000

　　　　　　　委託費 15,600,000 14,600,000 14,700,000 900,000

　　　　　 雑費 660,000 660,000 520,000 140,000

        管理費 6,670,000 6,670,000 6,670,000

          　 役員報酬 900,000 900,000 900,000

          　 給料手当 2,940,000 2,940,000 2,940,000

          　 支払報酬 280,000 280,000 280,000

福利厚生費 500,000 500,000 500,000

          　 会議費 100,000 100,000 100,000

          　 旅費交通費 90,000 90,000 90,000

          　 通信運搬費 70,000 70,000 70,000

          　 消耗什器備品費 20,000 20,000 20,000

          　 消耗品費 80,000 80,000 80,000

          　 修繕費 0 0 0

          　 印刷製本費 0 0 0

燃料費 0 0 0

令和５年度収支予算書（正味財産増減予算書）

科　　　　　　　　　　目 公益目的
事業会計

収益事業
等会計

令和５年度当初予算内訳

予  算  額
４年度
予算額 法人会計



科　　　　　　　　　　目 公益目的
事業会計

収益事業
等会計

令和５年度当初予算内訳

予  算  額
４年度
予算額 法人会計

          　 光熱水料費 120,000 120,000 120,000

          　 賃借料 90,000 90,000 90,000

保険料 0 0 0

          　 租税公課 0 0 0

          　 支払負担金 440,000 440,000 440,000

支払助成金 0 0 0

          　 委託費 900,000 900,000 900,000

          　 雑費 140,000 140,000 140,000

        経常費用 計 198,070,000 199,925,900 104,530,000 86,870,000 6,670,000

        　評価損益調整前当期増減額 ▲ 43,334,161 ▲ 46,364,900 ▲ 40,118,589 ▲ 1,503,896 ▲ 1,711,676

        　評価損益等 計 0 0 0 0 0

        　当期経常増減額 ▲ 43,334,161 ▲ 46,364,900 ▲ 40,118,589 ▲ 1,503,896 ▲ 1,711,676

  ２．経常外増減の部

    (1) 経常外収益

        経常外収益 計 0 0 0 0 0

    (2) 経常外費用

       経常外費用 計 0 0 0 0 0

          　当期経常外増減額 0 0 0 0 0

          当期一般正味財産増減額 ▲ 43,334,161 ▲ 46,364,900 ▲ 40,118,589 ▲ 1,503,896 ▲ 1,711,676

          一般正味財産期首残高 13,357,823 23,603,359 15,208,905 ▲ 30,526,355 28,675,273

          一般正味財産期末残高 ▲ 29,976,338 ▲ 22,761,541 ▲ 24,909,684 ▲ 32,030,251 26,963,597

Ⅱ　指定正味財産増減の部

基本財産運用益 61,182,320 60,546,000 41,879,300 14,855,400 4,447,620

基本財産受取利息 61,182,320 60,546,000 41,879,300 14,855,400 4,447,620

特定資産運用益 2,553,519 2,015,000 1,532,111 510,704 510,704

特定資産受取利息 2,553,519 2,015,000 1,532,111 510,704 510,704

受取寄附金 70,000,000 70,000,000 0 70,000,000 0

受取寄附金振替額 70,000,000 70,000,000 0 70,000,000 0

一般正味財産への振替額 133,735,839 132,561,000 43,411,411 85,366,104 4,958,324

一般正味財産への振替額 133,735,839 132,561,000 43,411,411 85,366,104 4,958,324

          当期指定正味財産増減額 ▲ 70,000,000 ▲ 70,000,000 0 ▲ 70,000,000 0

          指定正味財産期首残高 6,623,905,740 6,848,353,946 4,033,776,182 1,856,235,360 733,894,198

          指定正味財産期末残高 6,553,905,740 6,778,353,946 4,033,776,182 1,786,235,360 733,894,198

Ⅲ　正味財産期末残高 6,523,929,402 6,755,592,405 4,008,866,498 1,754,205,109 760,857,795



公１ 公２ 公３ 公４ 共通 合計 他１ 他２ 他３ 共通 合計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

  １．経常増減の部

    (1) 経常収益

        基本財産運用益 61,182,320 60,546,000 41,879,300 41,879,300 14,855,400 14,855,400 4,447,620

          基本財産受取利息 61,182,320 60,546,000 41,879,300 41,879,300 14,855,400 14,855,400 4,447,620

        特定資産運用益 2,553,519 2,015,000 1,532,111 1,532,111 510,704 510,704 510,704

          特定資産受取利息 2,553,519 2,015,000 1,532,111 1,532,111 510,704 510,704 510,704

受取寄附金 70,000,000 70,000,000 0 70,000,000 70,000,000

受取寄附金振替額 70,000,000 70,000,000 0 70,000,000 70,000,000

雑収益 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 0

受取利息 0 0 0 0

雑収益 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 0

        経常収益 計 154,735,839 153,561,000 21,000,000 0 0 0 43,411,411 64,411,411 0 0 0 85,366,104 85,366,104 4,958,324

    (2) 経常費用

　　　　 事業費 191,400,000 193,255,900 62,020,000 10,000,000 5,500,000 10,000,000 17,010,000 104,530,000 20,000,000 2,000,000 59,200,000 5,670,000 86,870,000

役員報酬 0 0 0 0 0 0 0

　　　　　 給料手当 23,760,000 23,760,000 12,000,000 8,820,000 20,820,000 2,940,000 2,940,000

支払報酬 1,120,000 1,120,000 0 840,000 840,000 280,000 280,000

　　　　　 福利厚生費 3,600,000 3,600,000 1,600,000 1,500,000 3,100,000 500,000 500,000

　　　　　　　会議費 0 0 0 0 0 0 0

　　　　　 旅費交通費 660,000 660,000 300,000 270,000 570,000 90,000 90,000

　　　　　　　通信運搬費 580,000 580,000 300,000 210,000 510,000 70,000 70,000

　　　　　 消耗什器備品費 180,000 180,000 100,000 60,000 160,000 20,000 20,000

　　　　　　　消耗品費 12,820,000 13,820,000 12,500,000 240,000 12,740,000 80,000 80,000

　　　　　　　修繕費 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0 0

　　　　　　　印刷製本費 0 0 0 0 0 0 0

　　　　　　　燃料費 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0

　　　　　 光熱水料費 14,980,000 10,980,000 14,500,000 360,000 14,860,000 120,000 120,000

　　　　　　　賃借料 2,860,000 2,860,000 2,500,000 270,000 2,770,000 90,000 90,000

　　　　　 保険料 120,000 120,000 120,000 0 120,000 0 0

租税公課 0 0 0 0 0 0 0

　　　　　　　支払負担金 1,760,000 7,615,900 0 1,320,000 1,320,000 440,000 440,000

　　　　　 支払助成金 106,700,000 106,700,000 0 10,000,000 5,500,000 10,000,000 0 25,500,000 20,000,000 2,000,000 59,200,000 0 81,200,000

　　　　　　　委託費 15,600,000 14,600,000 12,000,000 2,700,000 14,700,000 900,000 900,000

　　　　　 雑費 660,000 660,000 100,000 420,000 520,000 140,000 140,000

        管理費 6,670,000 6,670,000 6,670,000

          　 役員報酬 900,000 900,000 900,000

          　 給料手当 2,940,000 2,940,000 2,940,000

          　 支払報酬 280,000 280,000 280,000

福利厚生費 500,000 500,000 500,000

          　 会議費 100,000 100,000 100,000

          　 旅費交通費 90,000 90,000 90,000

          　 通信運搬費 70,000 70,000 70,000

          　 消耗什器備品費 20,000 20,000 20,000

          　 消耗品費 80,000 80,000 80,000

          　 修繕費 0 0 0

          　 印刷製本費 0 0 0

燃料費 0 0 0

          　 光熱水料費 120,000 120,000 120,000

          　 賃借料 90,000 90,000 90,000

保険料 0 0 0

          　 租税公課 0 0 0

          　 支払負担金 440,000 440,000 440,000

支払助成金 0 0 0

          　 委託費 900,000 900,000 900,000

          　 雑費 140,000 140,000 140,000

        経常費用 計 198,070,000 199,925,900 62,020,000 10,000,000 5,500,000 10,000,000 17,010,000 104,530,000 20,000,000 2,000,000 59,200,000 5,670,000 86,870,000 6,670,000

        　評価損益調整前当期増減額 ▲ 43,334,161 ▲ 46,364,900 ▲ 41,020,000 ▲ 10,000,000 ▲ 5,500,000 ▲ 10,000,000 26,401,411 ▲ 40,118,589 ▲ 20,000,000 ▲ 2,000,000 ▲ 59,200,000 79,696,104 ▲ 1,503,896 ▲ 1,711,676

        　評価損益等 計

        　当期経常増減額 ▲ 43,334,161 ▲ 46,364,900 ▲ 41,020,000 ▲ 10,000,000 ▲ 5,500,000 ▲ 10,000,000 26,401,411 ▲ 40,118,589 ▲ 20,000,000 ▲ 2,000,000 ▲ 59,200,000 79,696,104 ▲ 1,503,896 ▲ 1,711,676

  ２．経常外増減の部

    (1) 経常外収益

        経常外収益 計 0 0

    (2) 経常外費用

       経常外費用 計 0 0

          　当期経常外増減額 0 0

          当期一般正味財産増減額 ▲ 43,334,161 ▲ 46,364,900 ▲ 41,020,000 ▲ 10,000,000 ▲ 5,500,000 ▲ 10,000,000 26,401,411 ▲ 40,118,589 ▲ 20,000,000 ▲ 2,000,000 ▲ 59,200,000 79,696,104 ▲ 1,503,896 ▲ 1,711,676

          一般正味財産期首残高 13,357,823 23,603,359 15,208,905 ▲ 30,526,355 28,675,273

          一般正味財産期末残高 ▲ 29,976,338 ▲ 22,761,541 ▲ 24,909,684 ▲ 32,030,251 26,963,597

Ⅱ　指定正味財産増減の部

基本財産運用益 61,182,320 60,546,000 41,879,300 41,879,300 14,855,400 14,855,400 4,447,620

基本財産受取利息 61,182,320 60,546,000 41,879,300 41,879,300 14,855,400 14,855,400 4,447,620

特定資産運用益 2,553,519 2,015,000 1,532,111 1,532,111 510,704 510,704 510,704

特定資産受取利息 2,553,519 2,015,000 1,532,111 1,532,111 510,704 510,704 510,704

受取寄附金 70,000,000 70,000,000 20,000,000 50,000,000 70,000,000

受取寄附金振替額 70,000,000 70,000,000 20,000,000 50,000,000 70,000,000

一般正味財産への振替額 133,735,839 132,561,000 43,411,411 43,411,411 20,000,000 50,000,000 15,366,104 85,366,104 4,958,324

一般正味財産への振替額 133,735,839 132,561,000 43,411,411 43,411,411 20,000,000 50,000,000 15,366,104 85,366,104 4,958,324

          当期指定正味財産増減額 ▲ 70,000,000 ▲ 70,000,000 0 0 ▲ 20,000,000 ▲ 50,000,000 0 ▲ 70,000,000 0

          指定正味財産期首残高 6,623,905,740 6,848,353,946 4,033,776,182 1,856,235,360 733,894,198

          指定正味財産期末残高 6,553,905,740 6,778,353,946 4,033,776,182 1,786,235,360 733,894,198

Ⅲ　正味財産期末残高 6,523,929,402 6,755,592,405 4,008,866,498 1,754,205,109 760,857,795

令和5年度収支予算書（正味財産増減予算書）

科　　　　　　　　　　目

令和５年度当初予算内訳

公益目的事業会計 収益事業等会計予  算  額
４年度
予算額 法人会計
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